
公益財団法人伊賀市文化都市協会 公告 

 

下記の業務委託について、次のとおり一般競争入札を行います。 

令和５年３月５日 

 

公益財団法人伊賀市文化都市協会 

        理事長 中村 忠明       

 

１ 一般競争入札に付する事項 

(１) 業務委託名  阿山第２運動公園芝生管理業務委託 

(２) 履行場所   伊賀市 川合 地内 

(３) 業務概要 

   芝生管理工   Ａ＝８，０００㎡ 

       芝生オーバーシード工 Ａ＝８，０００㎡ 

(４) 履行期間   令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

(５) 最低制限価格 設定なし 

 

２ 参加資格に関する事項 

公告日現在、伊賀市会計規則第８６条第２項に規定する入札参加資格者名簿（以下、

「名簿」という。）の、物品・役務－施設運営・管理に登録されている者で、次の各号

のすべてに該当する者とする。 

(１) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者

でない者で、次の各号に該当しない者 

 ア 手形交換所から取引停止処分を受けている等経営状況が著しく不健全でない者 

 イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の適用を申請した者で、同法に基づ

く裁判所からの会社更生手続開始決定がされていない者 

 ウ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の適用を申請した者で、同法に基づ

く裁判所からの再生手続開始決定がされていない者 

(２) 公告から入札までの期間に、官公庁から指名停止を受けている日が含まれない

こと 

(３) 平成３０年度以降、年間を通した芝生管理業務を、元請として施工実績を有す

る者 

(４) 伊賀市内の本店または支店、営業所、出張所等で名簿に登録されている者 



(５) その他法令、規則に違反していない者 

 

３ 入札参加資格確認申請及び設計図書等 

(１) 提出書類（提出部数は一部） 

ア 一般競争入札参加資格確認申請書 

イ 履行実績書 

   ウ 設計図書等交付申請書 

(２) 提出書類の受付 

ア 受付期間 令和５年３月６日（月）から令和５年３月１３日（月）まで 

午前９時から午後４時３０分まで 

イ 受付場所 伊賀市西明寺３２４０番地の２ 

公益財団法人伊賀市文化都市協会 

ウ 提出方法 持参による。 

(３) 設計図書等の交付 

ア 交付期間 令和５年３月６日（月）から令和５年３月１３日（月））まで 

午前９時から午後４時３０分まで 

イ 交付場所 伊賀市西明寺３２４０番地の２ 

公益財団法人伊賀市文化都市協会 

  (４) 設計図書等に対する質問 

ア 提出期間 令和５年３月６日（月）から令和５年３月１３日（月）まで 

午前９時から午後４時３０分まで 

       書面により持参すること。 

イ 提出場所 伊賀市西明寺３２４０番地の２ 

公益財団法人伊賀市文化都市協会 

(５) 設計図書等に対する質問への回答 

ア 供覧期間 令和５年３月１５日（水）から令和５年３月１７日（金）まで 

イ 供覧場所 公益財団法人伊賀市文化都市協会で閲覧及び公益財団法人伊賀市文

化都市協会ホームページに掲載する。 

 

４ 入札参加資格の決定 

(１) 入札参加者の決定 

提出された申請書等の内容について審査し、参加資格の有無について決定する。 

 



(２) 参加資格有無の通知 

令和５年３月１４日（火）までに、一般競争入札参加資格確認通知書をＦＡＸ

の送付により通知する。 

 

５ 業務費内訳書の提出 

入札執行時に業務費内訳書の提出を求める。提出のない者は入札に参加できない。 

なお、提出する内訳書の範囲は、設計図書の設計書及び業務費設計書とする。 

 

６ 入札保証金及び契約保証金の納付 

入札保証金は、免除とする。 

契約保証金は、免除とする。 

 

７ 入札及び開札の執行 

(１) 入札及び開札 

ア 入札（開札）日時  令和５年３月１７日（金） 午後３時 

イ 入札（開札）場所  伊賀市西明寺３２４０番地の２ 

公益財団法人伊賀市文化都市協会 リハーサルロビー 

ウ 入札方法      持参による入札 

エ 入札回数      ２回を限度とする。 

 (２) 談合情報があったときは、入札を中止するか、入札の直前にくじを行い、入札

に参加できる者の数を減じることがある。 

 

８ 入札の無効 

次の各号に該当する入札は無効とする。 

    (１) 入札に参加する資格のない者が入札したとき。 

(２) 入札者が同一事項の入札に対し２以上の入札をしたとき。 

(３) 入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 

(４) 入札に際して談合等の不正行為があったとき。  

(５) 入札保証金の額が第5条第１項に規定する額に満たないとき。 

(６) 入札者が定刻までに入札書を投函しないとき。 

(７) 金額を訂正した入札をしたとき。 

(８) 記名、押印、割印を欠く入札をしたとき。 

(９) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭なとき。 



(10) その他あらかじめ指示した事項に違反したとき。 

 

９ 支払条件等 

前払金：なし 

部分払：あり（年１回以内） 

 

10 その他 

(１) 資料作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 

(２) 一度提出された資料の修正は受け付けない。また、資料の返却は行わない。 

(３) 次の納税証明書等（入札日から起算して６か月以内のものに限る。）の提示が

ないと、当該入札には参加できない。 

ア 伊賀市内の本店で伊賀市に登録を有する事業者 

市税完納証明書〔市税に未納額のない納税証明書〕＝伊賀市収税課発行 

イ 伊賀市内の支店、営業所、出張所等で伊賀市に登録を有する事業者 

(ア) 市税完納証明書〔市税に未納額のない納税証明書〕＝伊賀市収税課発行 

(イ) 消費税及び地方消費税〔未納税額のない納税証明書その３〕＝所管税務署

発行 

(４) 本公告に関する問い合わせ先 

三重県伊賀市西明寺３２４０番地の２ 

公益財団法人伊賀市文化都市協会 

事務局総務課 

電話 ０５９５－２２－０５１１ 


